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昭22.9.13 発基 17号。その時その社会の一般通念によって理解されるべきものである。× 
 

 

 

昭63.3.14 基発 150号。〇 
 

 

 

法２条。設問のような規定はない。× 
 

 

 

昭63.3.14 基発 150号。法３条の「労働条件」には解雇に関する条件も含まれる。× 

 

実際の教材はA5サイズです
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労働条件の原則（法１条） 

労働条件の決定（法２条） 

均等待遇（法３条） 

実際の教材はA5サイズです
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法４条。〇

平9.9.25 基発 648号。規定は無効となるが、本条違反とはならない。×

昭63.3.14 基発 150号。〇

法６条、昭34.2.16 基収 8770号。現実に利益を得たかにかかわらず違反が成立。×

法７条。〇

実際の教材はA5サイズです
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男女同一賃金の原則（法４条） 

強制労働の禁止（法５条） 

中間搾取の排除（法６条） 

公民権行使の保障（法７条） 

 

実際の教材はA5サイズです
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